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　地域の活性化や地域コミュニティの再生につながるよ
うな地域の自発的な取り組みに対し、補助金を交付しま
す。元気で魅力あるまちづくりを進めるため、ぜひ、ご
活用ください。

▶対象事業　市内の特定の地域または市内全域を対象と
して、地域の活性化、地域コミュニティの再生などに
つながる、新たな事業や既存の活動を拡充する事業
で、市民の皆さんの自発的な参加によって行われる公
益性のあるもの。ただし、次のような事業は補助対象
となりません。
・市の他の補助金の交付を受けている事業または補助

対象となる事業
・他の団体を補助する事業
・政治、宗教または営利を目的とする事業
・その他、補助することが適当でないと認められる事業

▶対象団体　５人以上の構成員を有する民間団体（法人
格の有無は問いません）

▶補助金額　予算の範囲内において１,000円以上10万
円以内

▶補 助 率　補助金交付対象経費の10分の10以内。た
　だし、次のような経費は補助金の交付対象となりませ

ん。
・団体の経常的な運営維持管理費
・団体の構成員（会員）に対する人件費、謝礼、交通費
・飲食費（事業の実施に当たり、必要と認められるも
　のを除く）
・備品購入費（事業の実施に当たり、必要と認められ
　るものを除く）
・その他、補助することが適当でないと認められる経費

▶申請方法　生活課にある申請書に必要事項を記入のう
え、添付書類とともに同課へ提出してください。

▶補助金交付の決定　行田市地域活性化推進委員会によ
る審査結果に基づき決定し、すべての団体に通知しま
す。

▶問い合わせ　同課市民活動担当（内線251）

ご利用ください
地域活性化活動補助制度

　市では、今後のまちづくりの指針となる新たな総合振
興計画の策定にあたり、これまで多くの方々の声を反映
させることに努めてきました。
　このたび「第５次行田市総合振興計画」として案がま
とまりましたので、さらに多くの声をいただくために意
見募集を実施しています。

▶募集期間　11月12日（金）まで
▶公表方法　市ホームページおよび市政情報コーナーで

公開
▶応募資格　市内在住・在勤・在学の方、市内に事業所

を有する方、本市に対して納税義務を有する方。ただ
し、市職員および市議会議員は意見を提出できませ
ん。

▶応募方法　個人の方は住所、氏名、電話番号を記載、
法人や団体の方は事務所の所在地、名称、代表者の氏
名、電話番号を記載し、持参、郵送またはＥメールで
行田市役所企画政策課企画担当まで提出してくださ
い。※書式自由　

 【持参・郵送】〒361―8601  行田市本丸２―５
 【Ｅメール】kikakuseisaku@city.gyoda.lg.jp
▶注意事項　
・意見提出に係る個人情報は、本業務の目的以外には

使用しません。
・提出された意見などの原稿の返却および個別の回答

は行いません。
▶問い合わせ　同課企画担当（内線308）

第５次行田市
総合振興計画（案）についての
意見を募集しています

平成23年版埼玉県民手帳
▶販売日時
　12月24日（金）までの午前8時30分～午後5時15分

（土・日曜日、祝日を除く）
▶手帳規格

価　格 規　格 色 備　　考

500円
（税込）

14cm×
8.5cm

黒  月間予定表部分が
 横罫線型

グレイッシュ
ブルー

 月間予定表部分が
 カレンダー型

　※表紙の色により月間予定表部分が異なります　
    
▶販売場所・問い合わせ　企画政策課統計担当（内線310）

　空調関係工事のため12月７日（火）から26日（日）ま
で臨時休館します。
　なお、12月６日（月）は定例休館日。12月27日（月）
から平成23年１月４日（火）までは年末年始のため休館
します。

▶問い合わせ　郷土博物館☎554―5911

郷土博物館臨時休館の
お知らせ


